
1．三宅島内の墓地に墓を有していますか？

3.　埋蔵者が三宅村の住所 or 本籍を有していましたか？

　　　　改葬後に埋蔵の方は②-3 　　　　改葬後に埋蔵の方は②-1
　改葬後に火葬（改葬）して埋蔵の方は②-4 　改葬後に火葬（改葬）して埋蔵の方は②-2

　　【　改葬される方　】 　　　　　　【　郵送にて申請される方　】
合葬墓の申請時に改葬許可申請書を記入の上、写しを地域整備課環境整備係へ提出してください。 返信用封筒（切手を貼り、あて先を書いてください）を同封の上、

地域整備課環境整備係で合葬墓の許可を受けてから 三宅村阿古４９７番地　三宅村役場　地域整備課環境整備係　宛までお送りください。

村民課住民年金係で改葬許可申請書を提出してください。

改葬許可証の原本の提出を埋蔵までに地域整備課環境整備係へ提出してください。

※改葬をした際に土葬した方のお骨が出てきた場合、火葬（改葬）をする必要があります。

　

2．申請者：三宅村に住所 or 本籍はありますか？

火葬後に埋蔵の方は①
改葬後に埋蔵の方は②-1

改葬後に火葬（改葬）して埋蔵の方は②-2

　申請することはできません　

4.　三宅村が管理する墓地の使用許可を受けていますか？

Yes

No

Yes
N

Ye No

Yes No



手続き

　1.　死亡届 ※村民課住民年金係へ提出

　2.　火葬許可

　3.　火葬場　申請 ※地域整備課環境整備係へ提出

　4.　火葬

　5.　合葬墓　申請 ※地域整備課環境整備係へ提出

　6.　合葬墓　許可

　7.　粉骨 ※業者へ依頼

　8.　埋蔵日時調整 ※委託業者へ連絡

　8.　埋蔵

①　火葬　→　合葬墓

　　　・合葬墓使用申請書

　　　・住所又は本籍がわかる書類

　　　・火葬許可証



②　-　1　改葬　→　合葬墓

手続き
　1.　合葬墓　申請 ※地域整備課環境整備係へ提出

　2.　合葬墓　許可

　3.　改葬　申請 ※村民課住民年金係へ提出

　4.　改葬許可

　5.　粉骨 ※業者へ依頼

　6.　埋蔵日時調整 ※委託業者へ連絡

　7.　埋蔵

・合葬墓使用申請書

・埋蔵者が三宅村に住んでいた住所又は

　本籍を有していたことがわかる書類

・改葬許可申請書の写し



②　-　2　改葬　→　火葬（改葬）　→　合葬墓

手続き

　1.　合葬墓　申請 ※地域整備課環境整備係へ提出

　2.　合葬墓　許可

　3.　改葬　申請 ※村民課住民年金係へ提出

　4.　改葬許可

　5.　改葬

　6.　火葬（改葬）申請 ※地域整備課環境整備係へ提出

　7.　火葬（改葬）許可

　8.　火葬（改葬）

　9.　粉骨 ※業者へ依頼

　10.　埋蔵日時調整 ※委託業者へ連絡

　1１.　埋蔵

・合葬墓使用申請書

・埋蔵者が三宅村に住んでいた住所又は

　本籍を有していたことがわかる書類

・改葬許可申請書の写し



②　-　3　改葬　→　合葬墓　　　 墓地返還

手続き

　1.　合葬墓　申請 ※地域整備課環境整備係へ提出 墓地返還届

　2.　合葬墓　許可

　3.　改葬　申請 ※村民課住民年金係へ提出

　4.　改葬許可

　5.　改葬 墓地更地化

　6.　粉骨 ※業者へ依頼

　7.　埋蔵日時調整 ※委託業者へ連絡

　8.　埋蔵 　墓地返還受理通知書

・合葬墓使用申請書

・埋蔵者が三宅村に住んでいた住所又は

　本籍を有していたことがわかる書類

・改葬許可申請書の写し

・墓地返還届



②　-　4　改葬　→　火葬（改葬）　→　合葬墓

手続き
　1.　合葬墓　申請 ※地域整備課環境整備係へ提出 墓地返還届

　2.　合葬墓　許可

　3.　改葬　申請 ※村民課住民年金係へ提出

　4.　改葬許可

　5.　改葬 墓地更地化

　6.　火葬（改葬）申請 ※地域整備課環境整備係へ提出

　7.　火葬（改葬）許可

　8.　火葬（改葬）

　9.　粉骨 ※業者へ依頼

　10.　埋蔵日時調整 ※委託業者へ連絡

　11.　埋蔵

墓地返還

墓地返還受理通知書

・合葬墓使用申請書

・埋蔵者が三宅村に住んでいた住所又

は

　本籍を有していたことがわかる書類

・改葬許可申請書の写し

・墓地返還届
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